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船舶事故調査報告書 

 

                             令和３年１１月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年５月１４日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 石川県七尾
な な お

市観音
かんのん

埼西方沖 

 能登
の と

観音埼灯台から真方位２８５°１,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３７°０６.５′ 東経１３７°０２.８′） 

事故の概要 漁船第八深曳
ふかびき

丸は、西進中、浅所に乗り揚げた。 

第八深曳丸は、プロペラガードの曲損等を生じた 

事故調査の経過 令和３年５月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八深曳丸、１８トン 

ＴＹ２－１５７７（漁船登録番号）、深曳漁業生産組合（Ａ社） 

 ２０.７６ｍ（Lr）×４.９６ｍ×１.５５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、平成１０年８月６日 

 乗組員等に関する情報 船長 ３５歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２４年８月１０日 

  免許証交付日 平成２９年８月７日 

         （令和４年８月９日まで有効） 

甲板員Ａ ３５歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２４年８月２４日 

  免許証交付日 平成２９年８月７日 

         （令和４年８月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラガードに曲損及びキールに擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員Ａほか３人が乗り組み、定置網漁の操業中

に生じた船体外板の損傷修理を行う目的で令和３年５月１４日０５時

３０分ごろ‘七尾市七尾港の造船所’（以下「造船所Ａ」という。）に

向けて富山県伏木
ふ し き

富山港富山区の船だまりを出航した。 
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本船は、造船所Ａへの回航の経験を有する乗組員が船長だけであっ

た。 

本船は、甲板員Ａが操舵室で操船に当たり、富山湾を観音埼に向か

って約１１.７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北北西

進していた。 

船長は、３人の乗組員と共に船首部で作業用救命衣を着用して見張

りを行い、操船指揮をとり、視界が良かったので観音埼を本船の船首

目標として航行するように甲板員Ａに伝えて座っていたが、０６時５

０分ごろ七尾市佐々波
さ ざ な み

町沖付近で前路に定置網を視認したので、立ち

あがって本船が定置網に接近しないように甲板員Ａに手で合図を出し

て操船指示を行っていた。 

甲板員Ａは、舵輪の後方に立ち、手動操舵で、船長の合図を確認し

ながら、操舵室でレーダーを１.５海里（Ｍ）レンジで表示させ、Ｇ

ＰＳプロッター画面を縮小して観音埼を表示させて徐々に近づくにつ

れ、画面を拡大させて表示を切り替えていた。 

本船は、船長が、七尾市江
えの

泊
とまり

町沖に設置されている定置網を左舷

に見て通過後、以前に見た周囲の景色及び山を思い出しながら観音埼

東方沖に向かった。 

船長は、七尾湾の小口
こ ぐ ち

から、‘七尾市の観音埼と能登島との間の水

路’（以下「本件水路」という。）を通るつもりでいたが、ショート

カットの目的で‘本件水路に設定されてある推薦航路’（以下「本件

推薦航路」という。）の南方を航行しても問題ないと思い、記憶を頼

りに、観音埼を左舷に見て通過したのち、０７時２５分ごろ減速及び

本件水路へ向けるように指示を出した。 

甲板員Ａは、船長が過去に通航した経験を有していたので、適切に

操船指示をしてくれると思い、不安を感じず操船に当たっていた。 

本船は、船長が、水深が十分にあると思い、本件水路南部の浅所域

を約１０kn で西進していたところ、前路の水面に海藻を視認したの

で、機関を中立にするよう指示を出した直後、０７時３０分ごろ船体

が静かに停船した。 

船長は、振動及び衝撃を感じなかったので、ふだん漁具として使用

する竹製の棒で海底を突き、船尾部が海底に接して乗り揚げた状況を

認め、乗組員の負傷、浸水及び油漏れがないことを確認した。 

船長は海上保安庁に通報しなければと思っていたが、造船所Ａの担

当者に電話連絡して、現状を説明したところ、今から作業船で向かう

と回答されたので、待つこととした。 

本船は、０７時３８分ごろ現場付近の地元住民から船が乗り揚げて

いるように見えると１１８番通報されており、０８時１３分ごろ巡視

艇管理機動艇が到着し、０９時１７分ごろ造船所Ａの作業船が到着し

て同作業船にえい
．．

航されて離礁したのち、造船所Ａにえい
．．

航された。 



- 3 - 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 操舵室内部 

参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約１.０ｍ、船尾約１.９ｍであった。 

本船は、魚群探知機等、水深を測定する機器を設置していなかっ

た。 

本船は、操舵室にレーダー及びＧＰＳプロッターの取扱説明書がほ

ぼ使用されずに保管されていた。 

Ａ社は、富山湾で定置網漁を行う漁業会社で、ふだんの航海では、

１年間で約２００日、専ら、富山区の船だまりと約２Ｍ沖の定置網ま

でとの間を往復する航行（片道約１５分）であり、海図、水路誌等を

準備しておらず、操船及び航海に関する安全マニュアルを作成してい

なかった。 

船長及び甲板員Ａは、ＧＰＳプロッターについて、画面縮尺の拡大

縮小機能を理解していたが、他の機能等について、ふだんの航海で必

要となることがなく、等深線が表示されることを知らなかった。 

船長及び甲板員Ａは、レーダーの使用について、霧等により、視界

が悪い場合に陸岸との距離及び他船の存在の有無を確認することがあ

ったが、本事故時、視界が良かったので、目視により航行を続けてい

た。 

船長は、本件水路について、過去に乗組員として乗船し、本事故

時、景色の記憶を頼りとしていたので、本件推薦航路の南方に浅所が

広がっていることを知らなかった。 

船長は、造船所Ａの担当者に本件水路について通航方法を確認して

おけばよかったと本事故後に思った。 

海上保安庁刊行の本州西岸水路誌（書誌第１０２号、平成２９年３

月刊行）によれば小口に関して次の記述がある。 

浅礁が多く最小可航幅は約２５０ｍであるが、水路は能登島指向灯

の白光内及び数個の灯浮標等で示される。 

海図Ｗ１５８七尾南湾によれば、本件水路は、底質が岩で、陸岸か

ら遠浅に浅所が広がり、本件推薦航路の灯浮標が設置されている付近

では、水深１０ｍ以下の浅所が北岸及び南岸まで広がっており、本事

故発生場所付近では、本件水路の南岸から約３２０ｍ沖まで水深約

０.４ｍ～０.９ｍの暗岩が拡延している。 

文献（小型船舶操縦士学科教本Ⅰ、財団法人日本船舶職員養成協会

編著、株式会社舵社、平成１５年発行）には、安全な航行をするため

の船長の心得に、発航前に行うこととして次の記述がある。 

(2) 行動予定水域を調べる 

   あらかじめ最新の海図やヨット・モーターボート用参考図など

を参考に航路を把握しておきましょう。とくに小型船舶は海岸近

くを航行したり、狭い水路などへ進入することができるため、沿
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岸の状態は正確に把握し、浅い海域はできるかぎり遠回りして回

避するよう計画を立てましょう。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、七尾港への回航の目的で本件水路を西進中、船長が、本件

水路南部に浅所が広がっていたことを知らず、本件推薦航路の南方を

航行しても問題ないと思い、本件水路南部の浅所域を航行したことか

ら、浅所に乗り揚げたものと推定される。 

船長は、ショートカットしたのちもふだん富山湾を航行する場合と

比較し、陸岸から十分に離れていたことから、水深が十分にあり、本

件推薦航路の南方を航行しても問題ないと思ったものと考えられる。 

Ａ社及び本船に海図及び水路誌が準備されておらず、また、船長

は、過去に七尾港への回航経験を有しており、本事故時、景色の記憶

を頼りとしていたことから、本件水路南部に浅所が広がっていたこと

を知らなかったものと考えられる。 

甲板員Ａは、操舵室で航海計器を表示していたものの、ＧＰＳプロ

ッターに等深線が表示されることを知らず、また、船長の操船指示を

信用していたことから、船長の指示に従って操船に当たっていたもの

と考えられる。 

原因 本事故は、本船が、七尾港への回航の目的で本件水路を西進中、船

長が、本件水路南部に浅所が広がっていたことを知らず、本件推薦航

路の南方を航行しても問題ないと思い、本件水路南部の浅所域を航行

したため、浅所に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、航行する海域の海図及び水路誌を購入して航行

前に必ず水路調査を行い、ＧＰＳプロッターに等深線を表示した状態

で航行させることとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、通航経験が少ない海域を通航する場合、事前に水路調査

を十分に行い、通航方法の確認及び浅所を避ける航海計画を立て

ておくこと。 

・船長は、本件水路を航行する際、本件推薦航路の北方及び南方に

浅所が広がっていることを考慮し、本件推薦航路を航行するこ

と。 

・船長及び操船者は、航海計器の扱いに習熟するとともに、船位の

確認を行いながら操船に当たること。 

・Ａ社は、計器の扱いに関して乗組員に教育を行うとともに、操船

及び航海に関する安全マニュアルを作成すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 操舵室内部 
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